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第１条 目 的 

この規程は、優秀な成績を収めた選手並びに監督及び大分県高等学校体育連盟（以下、本

連盟という。）の普及・発展に功績があった役員等の表彰に関する事項を定めることを目的

とする。 

 

第２条 審査及び決定 

本連盟加盟校並びに本連盟事務局と本連盟競技専門部が推薦する個人を本連盟理事会にお

いて審査し決定する。 

 

第３条 対象者 

（１） 役員として尽力した者。 

（２） 加盟校に在籍し、本連盟３５競技専門部に所属した選手・監督。 

（３） 本連盟専門部にないが、全国高体連専門部にある競技に出場した選手・監督。 

 

第４条 対象大会 

（１） 大分県・九州・全国高等学校体育連盟における「主催大会」および「共催・後援大会」。 

  なお、本連盟後援大会は除く。  

（２）全国盲学校体育連盟・全国聾学校体育連盟における「主催大会」。 

 

第５条 種類及び名称 

（１） 卒業時表彰 

① 優良選手賞  

（２） 当該年度表彰 

① 最優秀選手賞・優秀選手賞 （全学年対象） 

② 最優秀監督賞 

（３） 退任時・達成時表彰 

① 役員功労賞 

② 優秀監督賞 



 

第６条 表彰基準 

（１）優良選手賞 

① ３年間で対象となる県大会において、３大会以上優勝した団体または個人。 

② ３年間で対象となる九州大会において、３大会３位以上に入賞した団体または個人。 

 

（２）最優秀選手賞 

① 当該年度の対象となる全国大会において、団体または個人で優勝した選手。 

② 当該年度の対象となる大会において、日本新記録・日本高校新記録・全国大会新記録または

それぞれのタイ記録を樹立した選手。 

③ 当該年度に日本代表選手の一員として国際大会（国際親善試合除く）に出場した選手。 

 

（３）優秀選手賞 

① 当該年度の対象となる全国大会において、団体または個人でベスト８以上に入賞した選手。 

② 当該年度の対象となる九州大会において、団体または個人でベスト４以上に入賞した選手。 

③ 当該年度の対象となる大会において、県高校新記録・九州大会新記録またはそれぞれのタイ

記録を樹立した者。 

 

（４）最優秀監督賞 

① 当該年度の対象となる全国大会において、優勝した団体または個人の監督。 

 

（５）優秀監督賞 

① 対象となる全国大会において、団体または個人で５回以上出場した監督。 

なお、年間に複数回出場しても１回と数え、受賞は１回のみとする。 

② 対象となる九州大会において、団体または個人で２年連続優勝した監督。 

 

（６）役員功労賞 

① 会長、副会長、理事長を２年以上務めた者。 

② 専門部長、専門部委員長、副理事長を４年以上務めた者。 

 

第７条 規程の変更 

この規程は、本連盟理事会の議決を経て変更することができる。 


